
 

令和７年度 第２回   

静岡市地域包括支援センター運営協議会 次第 
 

日時 ：令和７年 11 月７日（金） 

      午後７時 15 分～午後９時 00 分  

会場 ：城東保健福祉エリア 

 複合棟 3 階第 1・２研修室 

 

１  開  会 

 

２ 保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課長挨拶 

 

３  地域包括支援センター運営協議会会長挨拶 

 

４  議  題 

(１) 報告事項 

   ①第１回運営協議会資料２の訂正について（資料①） 

②第１回運営協議会での質問事項への回答（資料②） 

③令和６年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の実施報告（資料１）  

④令和６年度地域ケア会議の報告（資料２） 

⑤令和６年度地域包括支援センター収支報告（資料３） 

⑥令和８年度からの地域包括支援センター業務委託について（資料４）  

 

５  その他 

 

６  閉  会 

 

資料№ 当日配布資料一覧 

- 次第・運営協議会委員名簿・席次等 

① 第１回運営協議会資料２ 令和６年度地域包括支援センター運営状況報告書 

② 重層的支援会議・支援会議_実施状況（R６年度実績） 

資料№ 事前送付資料一覧 

１ 令和６年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の実施報告 

２ 令和６年度地域ケア会議の報告 

３ 令和６年度地域包括支援センター収支報告 

４ 令和８年度からの地域包括支援センター業務委託について 

 

 次回日程 ： 令和 ８年 ３月 を予定しております。 



令和７年度　静岡市地域包括支援センター運営協議会委員名簿

№ 区分 氏　名 所　　属

1 委員 木村　綾 静岡県公立大学法人　静岡県立大学　

2 委員 丸山　拓也 静岡県弁護士会

3 委員 杉山　芳野 一般社団法人　静岡県社会福祉士会

4 委員 池ヶ谷　惠子 静岡市民生委員児童委員協議会

5 委員 鈴木　宏明 静岡市自治会連合会

6 委員 朝比奈　伸江 公募市民

7 委員 澳塩　ふみ子 公募市民

8 委員 櫻井　知世 公募市民

9 委員 佐々木　玲聡 一般社団法人静岡市静岡医師会

10 委員 石野　泰央 公益社団法人静岡県理学療法士会

11 委員 小林　美佐枝 公益社団法人　静岡県栄養士会

12 委員 岸山　眞理 公益社団法人静岡県看護協会

13 委員 沼尻　武能 一般社団法人　静岡県精神保健福祉士協会

14 委員 金田　芳典 静岡市ケアマネット協会

15 委員 堀川　敏昭 静岡市介護保険事業者連絡協議会



令和７ 年度 

第２ 回静岡市地域包括支援センタ ー運営協議会 

 

資料１  

 

 

 

 

 

令和６ 年度 

介護予防支援・ 介護予防ケアマネジメ ント  

業務の実施報告 

 

 

 

 

 
・ 資料１ －１  介護予防支援・ 介護予防ケアマネジメ ント 業務における 一部委託について 

・ 資料１ －２  令和６ 年度居宅介護支援事業所への委託・ 紹介率報告 

・ 資料１ －３  介護予防支援の指定をう けた居宅介護支援事業所と 契約をし て介護予防支

援を受けている 人数（ 居宅によ る 直営プラ ン作成）  

 

  



◎指定介護予防支援

◎介護予防ケアマネジメント

　

439

74.66%

令和４年度

22,561

76,244

98,805

77.17% 76.63%

23,001

75,411

23,894

70,408

94,302

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務における一部委託について

　　要支援１または要支援２の認定を受けた方が、自宅で介護予防サービスを適切に利用できるよう、ケアプラン（介護予防サービス
計画）の作成やサービス事業所との連絡・調整、評価やモニタリ ング等を行います。

98,412

　◆地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者）は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を
　　　　　　　　　　　　　　　    　    に委託とすることができます。（介護保険法令115条の23第３項）

　　総合事業における介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）では、要支援認定者又は事業対象者に対し
　て、介護予防及び日常生活支援を目的とし、心身の状況、置かれている環境、その他の状況に応じて、利用者の選択に
　基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスのほか、一般介護予防事業や市独自の施策等が
　包括的かつ効率的に提供されるよう、ケアプランの作成等必要な援助を行います。

　◆地域包括支援センター（第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者）は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該委託を受けた事業の一部を、　　　　　　　                            に委託することができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         （介護保険法第115条の47第４項）

※指定介護予防支援、介護予防ケアマネジメント共通

令和３年度 令和２年度延請求件数

地域包括支援センター
（直営）

居宅介護支援事業所
（委託）

合計

（委託率） 80.38%

令和５年度

21,126

78,135

99,261

78.72%

令和６年度

19,354

79,316

98,670

厚生労働省令に定める者

厚生労働省令に定める者

利用者か

ら の申し

込み受

付・ 契約

アセス

メ ント

ケアプラ

ン原案作

成

サービス

担当者会

議

ケアプラ

ン確定本

人交付

ケアプラ

ンの実行

（ サービ

ス 提供）

モニタ リ

ング評価 給付管理

アセス メ ン ト ～ モニタ リ ン グ評価

については、 指定居宅介護支援事業所への委託が可能※

地域包括支援セン タ ーが実施

１



資料１ －２

【 静岡市全体】 事業所数　 　 258

自法人紹介
利用者数

他法人紹介
利用者実数

圏域内 圏域外
本人
希望

本人が一覧
（ 圏域内）
よ り 選択

本人が一覧
（ 圏域外）
よ り 選択

包括が一覧
（ 圏域内）
から 順番に

紹介

包括が一覧
（ 圏域外）
から 順番に

紹介

月初受入0
その他

特別な理由

延べ人数 4493 667 513 3962 2693 1800 1267 305 73 1210 598 1040 148 892

割合 11% 88% 60% 40% 28% 7% 2% 27% 13% 23%

延べ人数 1064 391 95 969 560 504 383 49 19 205 150 258 71 187

割合 9% 91% 53% 47% 36% 5% 2% 19% 14% 24%

延べ人数 1280 371 187 1093 833 447 315 114 18 406 184 243 16 227

割合 15% 85% 65% 35% 25% 9% 1% 32% 14% 19%

延べ人数 53 31 22 31 39 14 21 5 0 13 1 13 2 11

割合 42% 58% 74% 26% 40% 9% 0% 25% 2% 25%

延べ人数 90 70 6 84 51 39 33 6 2 20 3 26 6 20

割合 7% 93% 57% 43% 37% 7% 2% 22% 3% 29%

延べ人数 647 284 54 593 348 299 159 38 15 145 89 201 41 160

割合 8% 92% 54% 46% 25% 6% 2% 22% 14% 31%

延べ人数 1359 380 167 1192 862 497 356 93 19 421 171 299 12 287

割合 12% 88% 63% 37% 26% 7% 1% 31% 13% 22%

各区内訳（ 総数のみ）

自法人紹介
利用者数

他法人紹介
利用者実数

圏域内 圏域外
本人
希望

本人が一覧
（ 圏域内）
よ り 選択

本人が一覧
（ 圏域外）
よ り 選択

包括が一覧
（ 圏域内）
から 順番に

紹介

包括が一覧
（ 圏域外）

から
順番に紹介

月初受入0
その他

特別な理由

延べ人数 1718 265 171 1547 1051 667 504 177 36 387 82 532 106 426

割合 10% 90% 61% 39% 29% 10% 2% 23% 5% 31%

延べ人数 1055 169 137 918 650 405 240 84 26 369 248 88 9 79

割合 13% 87% 62% 38% 23% 8% 2% 35% 24% 8%

延べ人数 1720 233 223 1497 992 728 523 44 11 454 268 420 33 387

割合 13% 87% 58% 42% 30% 3% 1% 26% 16% 24%

事業対象
者

利用者
総数

紹介事業所
実数

自法人率
選定手順に沿わない紹介と なっ た

利用者数( 延べ)

総数

要支援

要介護

要支援→
要介護

事業所の圏域別
利用者数( 延べ)

選定手順に沿っ て紹介し た
利用者数( 延べ)

（ 暫定）
要支援

（ 暫定）
要介護

利用者
総数

紹介事業所
実数

区内事
業所数

96

80

82

駿河区
総数

清水区
総数

事業所の圏域別
利用者数( 延べ)

選定手順に沿っ て紹介し た
利用者数( 延べ)

選定手順に沿わない紹介と なっ た
利用者数( 延べ)

葵区
総数

自法人率

0



資料１ －３

（ 令和７ 年３ 月指定分ま で）

 城西 0 9 0

 安西番町 0 12 0

 城東 0 10 0

 伝馬町横内 66 10 3

 城北 3 10 1

 千代田 9 10 1

 長 尾川 0 9 0

 美和 0 3 0

 賎機 0 11 0

 安倍 0 1 0

 服織 34 10 1

 藁科 0 1 0

 小鹿豊田 15 14 5

 八幡山 0 4 0

 大谷久能 0 5 0

 大里中島 30 12 2

 大里高松 0 17 0

 長 田 6 20 1

 丸子 0 8 1

 港北 41 14 2

興津川 0 3 0

 両河内 0 1 0

 港南 7 10 2

 岡船越 0 9 0

 高部 30 7 1

 飯田庵原 60 11 4

 松原 27 12 1

 有度 13 10 3

 蒲原由比 0 5 0

合計 341 258 28

地域包括支援センタ ー

居宅介護支援事業所と 契

約して介護予防支援を受

けている 人数（ 居宅直

営）

圏域内居宅介護支援事業

所数

介護予防支援の指定を受

けた圏域内居宅介護支援

事業所数

介護予防支援の指定を う けた居宅介護支援事業所と 契約を して介護予防支援を受けてい

る 人数（ 居宅によ る 直営プラ ン作成）



令和７ 年度 

第２ 回静岡市地域包括支援センタ ー運営協議会 

 

資料２  

 

 

 

 

令和６ 年度 地域ケア会議の報告 

 

 

 

 

 

 
 

 

・ 参考資料１  静岡市地域ケア会議と は 

・ 参考資料２  令和６ 年度自立支援プラ ン型地域ケア個別会議への事例提供に係る アンケ

ート 調査の集計結果 

・ 参考資料３  令和６ 年度地域包括支援センタ ーが開催する 地域ケア会議にてあげら れた

地域の課題と センタ ー数 
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令和７ 年度 

第２ 回静岡市地域包括支援センタ ー運営協議会 

 

資料３  

 

 

 

 

 

令和６ 年度 

地域包括支援センタ ー収支報告 

 





令和８ 年度からの地域包括支援センタ ー
運営業務の委託について

R7.11.7（ 金）

資料４



目次
１ .現状

２ .問題点

３ .解決方法及び効果

４ .精算実施時の留意事項１
（ H28.11.29厚生労働省通知 介護保険最新情報Vol.572）

５ .精算実施時の留意事項２
（ 精算によ り 生じ る 影響）

６ .精算方法（ 案）

７ .執行方法・ 契約期間（ 案）

８ . R８ 年度実施方法ま と め（ 案）



１ ． 現状

経緯・ 現状

Ｒ ２ 年度以前は、 配置人数基準の不足数に応じ て精算

（ 返戻） し ていまし たが、 外部監査指摘事項（ 他部署

委託業務の精算） を踏ま え、 R3年度から 「 精算」 規定

を削除し ま し た。

現契約(Ｒ ３ ～７ )では、 「 配置人数基準」 規定はあり ま

すが、 「 精算」 規定がないため、 配置人数基準を満たし

ていなく ても 、 委託料の精算をし ていません。

4.1時点での全センタ ーの総不足数は、

精算実施し ていたH30～R２ 年度は平均6.5人

精算実施し ていないR３ ～７ 年度は平均14.3人

精算規定削除後、 不足数が増加し ています。

R7.10.1時点での総不足数は17.7人、

30センタ ー中、 16センタ ーが、 配置人数基準を

満たし ていません。 1

配置人数状況（ R7.10.1時点）

総センタ ー数: 30

1416

基準を満た

し ていない

基準を満た

し ている



配置人数基準を満たさ ないセンタ ーが存在する こ と によ る 3つの問題点

①センタ ー間の不公平

基準を満たし ていないセンタ ー： 黒字

（ 人件費が少なく なる ため）

基準を満たし ている センタ ー： 赤字

運営協議会にて、 以前から 複数回指摘

➁職員の疲弊・ 業務質

の低下

センタ ー職員の疲弊・ 過労

人材流出

業務質の低下

③契約不履行状態

業務受託要件を満たし ていない

２ ． 問題点

2



精算規定の設定

現在の仕組みでは、 人員が不足し ている センタ ーほど人件費が抑えら れ、 財務状況が良く なる 傾向が見ら れます。

精算規定を設定する こ と で、 配置人数基準を満たすよ う になり 、 下記効果が期待さ れます。

業務質を確保

サービス質が向上し 、 地域住民に適切

なサービス を提供でき る よ う になり ま す

契約の適正履行

仕様書規定要件を全て満たすよ う に

なり 、 契約が適正に履行さ れます

センタ ー間の不公平を解消

配置人数基準を満たし ていないセン

タ ーと 、 満たし ている センタ ーのバラ ン

ス が取れま す

３ ． 解決方法及び効果

3



４ ． 精算実施時の留意事項１ （ H28.11.29厚生労働省通知 介護保険最新情報Vol.572）

4

交付金の算定方法（ ※地域包括支援センタ ー委託料の財源の一部）

支出 ＜ 収入 の場合

①
委
託
料

②
予
防
プ
ラ
ン

支出 収入

交付金計算対象外
（受託者黒字分）

交付金計算対象

市にとっては損失
（委託料全額が交付金対象にならない）

受託者にとっては利益

支出 ＞ 収入 の場合

①
委
託
料

②
予
防
プ
ラ
ン

交付金計算対象
（受託者赤字分）

交付金計算対象

市にとっては利益
（委託料として支払っていない
受託者赤字分も交付金対象になる）

受託者にとっては損失
支出 収入

総
支

出

総
支
出

センタ ー収入（ 運営費） の構成 ①委託料
②介護予防プラ ン報酬

交付金計算対象 ＝ 総支出 － ②介護予防プラ ン報酬

委託料積算の考え方

委託料が不十分なこ と によ り 適切な人員体制が取れない等の実態を踏ま え、 適切な業務実
施が可能と なる よ う に、 交付金の算定方法を十分に考慮し て、 委託料を算定する こ と



５ ． 精算実施時の留意事項２ （ 精算により 生じる影響）

5

精算なし精算あり項目

低い高い
配置人数不足の解消

(不公平解消・ 業務質の確保、 契約の適正履行)

高い低い受託者のやり がい

地域包括支援センタ ー運営業務の受託者には、 業務を適正、 公正、 中立かつ効率的に実施

でき る こ と が求めら れま す（ 介護保険法施行規則第140条の67） 。 し たがって、 利益追求を

最優先と する 姿勢は許さ れません。

一方で、 精算方法によ っては、 受託者（ 特に配置人数基準を満たし ている センタ ー） の

やり がい低下のリ ス ク がある ため、 配置人数不足を解消し つつ、 受託者のやり がいを維持

でき る 、 精算方法を検討する 必要があり ま す。



６ ． 精算方法（ 案）

6

委託

赤字黒字

黒
字

介
護
予
防
プ
ラ
ン

赤
字

①

②

1,500

2,000 2,500

2,000

精算する
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者黒字分）

交付金計算対象

１

２

パタ ーンA

交付金計算対象外

精算し ない
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者黒字分）

500

500

支出 収入

①

②

2,500

2,000 2,500

2,000

精算し ない
（ 交付金計算対象）
（ 受託者赤字分）

交付金計算対象

１

２

パタ ーンB

交付金計算対象外

精算し ない
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者黒字分）

500

500

支出 収入

①

②

1,500

2,500 2,000

2,000

精算する
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者黒字分）

交付金計算対象

１

２

パタ ーンC

交付金計算対象外

精算し ない
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者赤字分）

500

500

支出 収入

①

②

2,500

2,500 2,000

2,000

精算し ない
（ 交付金計算対象）
（ 受託者赤字分）

交付金計算対象

１

２

パタ ーンD

交付金計算対象外

精算し ない
（ 交付金計算対象外）
（ 受託者赤字分）

500

500

支出 収入

精算対象
※Ｒ ４ ～６ 平均収支（ 速報値） では、 30センタ ー中、

14がパタ ーンＡ 、 15がパタ ーンＢ 、 １ がパタ ーンＣ に該当。

精算方法
精算対象： ①委託料の黒字分のみ

（ ②介護予防プラ ン報酬の黒字分は対象外）

免除条件： 配置人数基準を満たし ている

（ 事由を問わず、 不在期間が連続30日以内）

※業務内容が窓口機能のみの井川センタ ーは、

免除条件の適用無し 。

配置人数不足を解消

受託者のやり がいを維持

業務を適正、 公正、 中立かつ効率的に実施し 、

企業努力によ り 生ま れた介護予防プラ ン報酬の黒字

分は、 精算し ま せん。 さ ら に、 配置人数基準を 満た

し ている 場合は、 委託料の黒字分も 精算し ま せん。



７ ． 執行方法・ 契約期間（ 案）
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井川以外： 価格競争（ 複数者参加の見積執行）

【 理由】

原則、 価格競争によ り 実施する が、 一定条件を満たす場合は、 別方法
で実施可能。 仕様書内容が市で定めら れない場合は、 プロ ポーザルで
実施可能だが、 当該業務は現契約時にプロ ポーザル実施し 、 仕様書内容
が定ま っている ため、 プロ ポーザルでは実施不可。

【 注意点】

（ １ ） 成立条件 ①７ 者/圏域の参加者選定
② 選定さ れた７ 者のう ち、 ２ 者以上の参加

（ ２ ） 落札者が契約辞退し た場合、 違約金の支払いが必要

（ ３ ） 不成立（ 成立条件満たさ ない、 落札者が契約辞退） の場合、 別日
に、 再度見積執行実施。 充分な準備期間が取れないリ ス ク あり 。

井 川： 単独随意契約（ １ 者参加の見積執行）

【 理由】 現受託者以外、 受託可能な者がないため（ 意向調査実施済み）

執行方法契約期間

３ 年間

【 理由】

①契約期間が長 すぎる と 、 高齢者人口
の増減、 人件費・ 物価上昇に対応
でき ない

（ 長 期継続契約の場合、 契約期間中の
委託料額の 変更不可）

②単年度だと 安定し た業務実施が困難



８ ． R８ 年度実施方法まと め（ 案）
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委託料算定の国の考え方（ ４ ページ）

委託料が不十分なこ と によ り 適切な人員体制が取れない等
の実態を踏ま え、 適切な業務実施が可能と なる よ う に、
交付金の算定方法を十分に考慮し て、 委託料を算定する こ と

精算方法（ ６ ページ）

委託料の黒字分を精算（ 市に返戻） する 。

（ 介護予防プラ ン報酬の黒字分は対象外）

配置人数基準を満たし ている (欠員が生じ ていない)場合は、
精算免除(精算し ない)

契約期間（ ７ ページ）

３ 年間（ R8～10年度）

執行方法（ 井川） （ ７ ページ）

単独随意契約（ １ 者参加の見積執行）

１

２

３

執行方法（ 井川以外） （ ７ ページ）

価格競争（ 複数者参加の見積執行）
最低価格者と 契約

成立条件

① １ 圏域あたり ７ 者の参加者選定

（ 29圏域×７ 者＝203者の選定が必要。

現受託者16者で選定する 場合、 １ 者あたり １ ３ 回選定)

② 選定さ れた７ 者のう ち、 ２ 者以上の参加

違約金

落札者が契約辞退し た場合、 違約金の支払いが必要

不成立（ 成立条件満たさ ない、 落札者が契約辞退）
別日に、 再度見積執行実施

充分な準備期間が取れないリ ス ク あり

４

５


